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新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う学生への緊急支援について 

 

 

 新年度がスタートして早一カ月が過ぎました。しかし、新型コロナウイルス感染拡大防止

に伴い、本来の対面式授業を開始することができず、遠隔授業を主とした方法で授業を行っ

ています。 

 学生の皆さんは大学に通学できないことから、共に学ぶ友人に会えず、対面で先生にも相

談ができない状況があって、不安や心配を抱えた日々を過ごしていることと思います。 

 学ぶために集う教育研究機関の本来あるべき姿が実現できない状況ですが、この一カ月

間、皆さんは良く努力してくれました。 

医療・福祉従事者である皆さんの先輩も最前線でこの状況に立ち向かっています。先生方

も皆さんの学びの機会を確保すべく慣れない授業方法で懸命に工夫を重ねています。 

皆さんは、今まで経験のないこの環境に不安や心配が尽きないことと思います。しかし、

皆さんが辛抱したこの時間は決して無駄ではなく、これから様々な困難に立ち向かい乗り

越えるための経験となるはずです。今こそ他者を思いやり、「真心を育て人の道を行く」本

学の建学の精神である「仁」を実践する良い時でもあります。 

一方で、この状況下にあって、学びや生活への不安といった心配は今後も引き続きあるこ

とと思います。また、授業開始の繰り下げや遠隔での授業実施で大きな負担をおかけいたし

ました。 

 そこで、本学では現状を踏まえ、学生の皆さんの学ぶ機会を確保するとともに、これから

目指す道を諦めることなく進めるように、全学生を対象に総合的な支援について取り組み

を行うこととしました。 

また、学びや学生生活のこと等、相談は遠慮することなくクラス・教科担任はじめ、各種

窓口に問い合わせをしてください。 

 この苦境を学生の皆さんと教職員が相互理解し協力して頑張りましょう。 

 保護者の皆様には引き続きご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

 

 



 

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う学生への緊急支援について 

 

 新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、令和 2 年度については授業開始の繰り下げや

遠隔での授業実施に学生には負担をおかけいたしました。これらのことから、本学では学生

の現状を把握すべく、全学生対象に現在の状況調査を行いました。その調査結果を鑑み、実

情に沿った支援が必要と判断し、本学が学生にできることの検討を重ねてきました。その結

果、学生の学ぶ機会を確保することと、目標に向かって学び続けるための支援を下記の通り

取り組むこととします。なお、学生、保護者の皆様には改めて通知をお送りいたします。 

               経済的支援について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊申請・支給方法については決定次第、別途連絡をいたします。 

 

 

 

 

＜遠隔授業環境整備支援＞ 

遠隔授業の実施に伴った環境の準備・整備費支援として 

全学生一律 7 万円支給 

＜自宅外通学生への緊急支援＞ 

自宅外通学生（令和 2 年 5 月 1 日現在）への家賃補助として 

自宅外通学生一律 3 万円支給 

＊遠隔授業環境整備支援と合わせて 10 万円 

＜家計急変した学生・保護者への支援＞ 

家計急変した学生・保護者へ授業料減免分として 

一世帯 10 万円支給 

以下の条件をすべて満たす者 

（1）国や地方公共団体が新型コロナウイルス感染症の感染拡大による収入減少が

あった者を支援対象として実施する公的支援の受給証明書を提出できること。ま

たは、事由発生後の所得が昨年と比較して 1/2 以下となっていること。 

（2）家計基準は、今年の所得見込みが給与所得者の場合は 841 万円以下とするこ

と。（給与所得者以外は 355 万円以下） 

  ＊申請・支給方法については別途連絡いたします。 

＊条件を満たした場合は遠隔授業環境整備支援と合わせて 17 万円 

＜学費納付期日の延長支援について＞ 

前期学費を 6 月末までに納付が困難な場合は申請により、延納・分納することがで

きます。その際は「学納金延納申請書」、「学納金分納申請書」をご提出ください。 

詳しくは各キャンパス学生課まで。 



学習・学生生活支援について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜感染予防対策＞ 

全学生一律 一人に対しマスク 25 枚支給 

＊通学を再開してから配布します。 

 

＜感染防止対策＞ 

感染防止のための赤外線サーモグラフィーを出入口に設置 

消毒液については出入口及び各フロアへ設置します。 

＜学習・大学生活の相談窓口＞ 

担任をはじめ各教科担当者、学生相談室等で様々な相談に応じています。 

詳しくは本学ホームページ「各種相談・申請等の窓口」（4 月 22 日付）に

連絡先一覧を掲載していますので、遠慮なく相談してください。 

http://www.shoken-gakuen.jp/university/news/detail/id/952/ 

 

 

＜学習相談窓口＞ 

学習に関する不安・悩み・心配の相談を高等教育支援センター 

にて受け付けています。遠慮なく相談してください。 

アドレス gakushu@shoken-gakuen.ac.jp 

http://www.shoken-gakuen.jp/university/news/detail/id/952/

